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作成日

確認欄

No 項目 該当

契約

締結

時に

該当

対象外
NEDO

記入

Ⅰ．過去の契約解除実績

1
実

績
● □

Ⅱ．組織的対策

2
規

程
● □

3 ● □

4 ● □

5 ● □

6 ● □

7 ● □

確認者

「情報取扱者名簿及び情報管理体制
図」を作成予定。

【定義】
・「機微情報」とは、ＮＥＤＯ委託業務を通じて取得又は知り得た保護すべき技術情報を指す。
・「情報取扱者」とは、機微情報を取り扱う者を指す。

【注意事項】
※提案時には全項目（対象外を除く）が「該当」または「契約締結時に該当」を選択することで、応募要件を満たします。また、採択決定後
の契約締結時には全項目（対象外を除く）が「該当」として、情報管理体制等を整備する必要があります。
※提案時の「対応するエビデンス」は、NEDOが求めた場合を除き、原則、提出不要です。ただし、契約締結後概ね３ヶ月を目途に、ＮＥＤＯ
が訪問時に当該エビデンスを確認しチェックします。なお、チェック後の本確認票とともに各種エビデンスの保管をお願いします。

【NEDO訪問時の記入欄】

確認日 年　　　　月　　　　日

N

E

D

O

事

業

で

の

情

報

管

理

情報取扱者以外の者が、機微情報に接したり、職務上提供を
要求してはならない旨を定めている（システム上のアクセス制
限等を含む）。

「情報管理体制等取扱い規程」を整備
し、システム上のアクセス制限等を構築
予定。

NEDOが個別に承認した場合を除き、親会社、地域統括会社
等の事業者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を
行う者を含む一切の事業者以外の者に対して、機微情報を伝
達又は漏えいしてはならない旨を定めている。

「情報管理体制等取扱い規程」を整備予
定。

機微情報の漏えいなどによる情報セキュリティ上の問題が発
生した場合、その対応方法や連絡体制、情報漏えいした際の
処分等に関するルールを定めている。

「情報管理体制等取扱い規程」を整備予
定。情報漏えいした際の処分は就業規
則に記載。

再委託先等がある場合、再委託先等に対して自社と同様の機
微情報の情報管理を求めている。

締結予定の「再委託契約書」の案文。

情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成し、情報取扱者
は実施計画書の研究体制に記載された者及びＮＥＤＯが了解
した者のみとしている。
　【情報取扱者】
　　情報管理責任者：NEDO事業の責任者である業務管理
　　　　　　　　　　　　　者であり機微情報の管理責任者
　　情報取扱管理者：NEDO事業の進捗管理を行う者であ
　　　　　　　　　　　　　 り、主に機微情報を取り扱う者ではな
　　　　　　　　　　　　　 いが、機微情報を取り扱う可能性の
                           ある者
　　業務従事者：機微情報を取り扱う可能性のある者

確認事項 対応するエビデンス

過去３年以内に情報管理の不備を理由にＮＥＤＯから契約を解
除されたことはない。

情報管理に関する規程類を整備している。 情報セキュリティ管理規程。

件名 ●●●●の研究開発（大項目）/●●●●の研究開発（中項目）/●●●●の研究開発（小項目）

本確認票

の

記入方法

各確認事項に対して事業者が該当する回答欄に「●」を記入し、「対応するエビデンス」には以下を記入して下さい。なお、「契約
締結時に該当」とは、提案時点では未対応であるが採択決定後のＮＥＤＯとの契約締結時点までに対応する場合です。
　【対応するエビデンス】
　　「該当」又は「契約締結時に該当」を選択した場合　：　エビデンスとなる書類の名称を記入して下さい。
　　「対象外」を選択した場合　：　記入不要です。

項目欄 回答欄

NNEEDDOO事事業業遂遂行行上上にに係係るる情情報報管管理理体体制制等等のの確確認認票票（（研研究究・・実実証証事事業業用用））

2021.4.1

事業者・

代表者
●●株式会社　代表取締役社長　●●　●● 法人番号 2020005008480

 

<<参参考考例例>> 書書式式ＸＸ－－４４

情報取扱者名簿及び情報管理体制図

①情報取扱者名簿（項目必須）

氏名 所属 役職
研究体制上

の位置づけ※４

パスポート番号

及び国籍※５

情報管理責任者※１ A

情報取扱管理者※２ B

C

業務従事者※３ D

E

再委託先等 F

（※１）NEDO 事業の責任者である業務管理者であり機微情報の管理責任者。

（※２）NEDO 事業の進捗管理を行う者であり、主に機微情報を取り扱う者ではないが、

機微情報を取り扱う可能性のある者。

（※３）機微情報を取り扱う可能性のある者。

（※４）実施計画書の研究体制に登録されている者は「●印」、それ以外の者は NEDO 事

業との関係性や役割を記載。

（※５）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特

別永住者」を除く。）以外の者は、パスポート番号及び国籍を記載し、該当しな

い場合は「－」と記載。

（※６）住所、生年月日については、必ずしも提出することを要しないが、NEDO から求

められた場合は速やかに提出すること。

②情報管理体制図

【留意事項】

・NEDO 事業を実施した際に取得又は知り得た保護すべき技術情報を取り扱う全ての者。

(再委託先も含む。) 

・NEDO 事業の遂行のため、最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。

ＮＥＤＯ事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票 情報取扱者名簿及び情報管理体制図
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２２．．概概算算払払手手続続  

  

（１）手続の概略 

委託先 ＮＥＤＯ 

「概算払に必要な書類」の提出 受理・確認 

概算払受領 支払 

 
 

（２）概算払に必要な書類一覧表 

提出書類 提出媒体（A4 版） 

運営費交付金を 

財源とする事業 

① 支払請求書   書式Ⅺ－１①（Ｐ．１７３）※ 
別紙（負担率がない場合） 

書式Ⅺ－１②（Ｐ．１７４） 
別紙（負担率がある場合） 

書式Ⅺ－１③（Ｐ．１７５） 
記載例（Ｐ．１７６）を参照してください 

 

正本１通 

② 振込指定口座番号登録申請書 

書式Ⅺ－３（Ｐ．１７８） 
正本１通 

【備考】当該事業の初回請求の場合及び 2 回目以降で前回請

求時と異なる振込口座を指定する場合は提出。2 回目以降で

前回請求時と同一の口座の場合は不要。 

 

補助金を財源と 

する事業 

① 支払請求書   書式Ⅺ－２（Ｐ．１７７）※  正本１通  

② 振込指定口座番号登録申請書 

書式Ⅺ－３（Ｐ．１７８） 
正本１通 

【備考】当該事業の初回請求の場合及び 2 回目以降で前回請

求時と異なる振込口座を指定する場合は提出。2 回目以降で

前回請求時と同一の口座の場合は不要。  

 

③ 事業進捗状況報告書 

書式Ⅺ－４（Ｐ．１７９） 

正本１通 

④ 経費発生調書 正本１通 

 

 

※※支支払払請請求求書書はは 22002233 年年 44 月月時時点点のの書書式式でですす。。適適格格請請求求書書保保存存方方式式（（イインンボボイイスス制制度度））のの開開始始ににととももなないい、、

22002233 年年 1100 月月よよりり委委託託事事業業ににおおけけるる支支払払請請求求書書のの書書式式をを一一部部変変更更いいたたししまますすののででごご留留意意くくだだささいい。。  

ななおお、、イインンボボイイスス制制度度にに関関ししててはは国国税税庁庁ホホーームムペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

■■国国税税庁庁：：イインンボボイイスス制制度度特特設設ササイイトト  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 
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１１．．支支払払のの種種類類  

 

委託費の支払には、「概算払」と「精算払」があります。 

 

（１）概算払（契約約款第１２条：概算払） 

ＮＥＤＯは、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を

委託先に支払います。これを「概算払」といいます。 

概算払は、原則として、「運営費交付金」を財源とする場合は年間４回、「補助金」を財源とする場合

は年間３回実施します。財源が「運営費交付金」の場合、第４回の概算払を２月に実施することで、年度

内に大半の支払いを完了します。 

 

（２）精算払（契約約款第１６条：確定額の請求および支払） 

委託期間終了後（確定検査完了後）に手続きを行う最終の経費の支払いを「精算払」といいます。委

託先はＮＥＤＯからの確定額の通知を受理した後に、支払請求書により当該確定額を請求することにな

ります。ただし、既に概算払を受けている場合には、「確定額から既に受領した概算払額を差引いた額」

を請求していただきます。 

ＮＥＤＯは、特段の問題がなければ、支払請求書を受理した日から起算して３０日以内に、その請求

額を支払います。 

 

（３）概算払の手続方法および支払時期は、委託費の財源が「運営費交付金」または「補助金」により異な

ります。（詳細は、プロジェクト担当部にご確認ください。） 
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２２．．概概算算払払手手続続  

  

（１）手続の概略 

委託先 ＮＥＤＯ 

「概算払に必要な書類」の提出 受理・確認 

概算払受領 支払 

 
 

（２）概算払に必要な書類一覧表 

提出書類 提出媒体（A4 版） 

運営費交付金を 

財源とする事業 

① 支払請求書   書式Ⅺ－１①（Ｐ．１７３）※ 
別紙（負担率がない場合） 

書式Ⅺ－１②（Ｐ．１７４） 
別紙（負担率がある場合） 

書式Ⅺ－１③（Ｐ．１７５） 
記載例（Ｐ．１７６）を参照してください 

 

正本１通 

② 振込指定口座番号登録申請書 

書式Ⅺ－３（Ｐ．１７８） 
正本１通 

【備考】当該事業の初回請求の場合及び 2 回目以降で前回請

求時と異なる振込口座を指定する場合は提出。2 回目以降で

前回請求時と同一の口座の場合は不要。 

 

補助金を財源と 

する事業 

① 支払請求書   書式Ⅺ－２（Ｐ．１７７）※  正本１通  

② 振込指定口座番号登録申請書 

書式Ⅺ－３（Ｐ．１７８） 
正本１通 

【備考】当該事業の初回請求の場合及び 2 回目以降で前回請

求時と異なる振込口座を指定する場合は提出。2 回目以降で

前回請求時と同一の口座の場合は不要。  

 

③ 事業進捗状況報告書 

書式Ⅺ－４（Ｐ．１７９） 

正本１通 

④ 経費発生調書 正本１通 

 

 

※※支支払払請請求求書書はは 22002233 年年 44 月月時時点点のの書書式式でですす。。適適格格請請求求書書保保存存方方式式（（イインンボボイイスス制制度度））のの開開始始ににととももなないい、、

22002233 年年 1100 月月よよりり委委託託事事業業ににおおけけるる支支払払請請求求書書のの書書式式をを一一部部変変更更いいたたししまますすののででごご留留意意くくだだささいい。。  

ななおお、、イインンボボイイスス制制度度にに関関ししててはは国国税税庁庁ホホーームムペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

■■国国税税庁庁：：イインンボボイイスス制制度度特特設設ササイイトト  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 
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１１．．支支払払のの種種類類  

 

委託費の支払には、「概算払」と「精算払」があります。 

 

（１）概算払（契約約款第１２条：概算払） 

ＮＥＤＯは、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を

委託先に支払います。これを「概算払」といいます。 

概算払は、原則として、「運営費交付金」を財源とする場合は年間４回、「補助金」を財源とする場合

は年間３回実施します。財源が「運営費交付金」の場合、第４回の概算払を２月に実施することで、年度

内に大半の支払いを完了します。 

 

（２）精算払（契約約款第１６条：確定額の請求および支払） 

委託期間終了後（確定検査完了後）に手続きを行う最終の経費の支払いを「精算払」といいます。委

託先はＮＥＤＯからの確定額の通知を受理した後に、支払請求書により当該確定額を請求することにな

ります。ただし、既に概算払を受けている場合には、「確定額から既に受領した概算払額を差引いた額」

を請求していただきます。 

ＮＥＤＯは、特段の問題がなければ、支払請求書を受理した日から起算して３０日以内に、その請求

額を支払います。 

 

（３）概算払の手続方法および支払時期は、委託費の財源が「運営費交付金」または「補助金」により異な

ります。（詳細は、プロジェクト担当部にご確認ください。） 

 

 

Ⅺ



－ 170 －

 

- 171 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧  当該年度の支払対象額と支払額に過不足が生じた場合の処理 

当該年度の支払対象額と概算払による支払額に過不足が生じた場合には、次のような処理を行

うことになります。 

 

ａ) 複数年度契約で中間年度の場合 

過大であった場合 
過大分については、次年度分の既支払額として認識し、次年度初回の概

算払請求額から差し引きます。※  

不足であった場合 
不足分については、次年度初回の概算払請求時に加算してください。  

（不足分のみを次年度初回の概算払前に請求することも可能）  

 ※２０２２年度はＮＥＤＯ中長期計画の最終年度のため、過大分であった場合はＮＥＤＯから返還請

求いたしますので、返還請求書に基づき、期日までに返還してください。２０２３年度初回の概算

払請求額より差し引いて調整することはできません。 

 

ｂ) 単年度契約または複数年度契約の最終年度（確定検査後）の場合 

過大であった場合 
過大分については、ＮＥＤＯからの返還請求書に基づき、期日までに返還

してください。  

不足であった場合 
不足分については、精算払にてお支払いします。プロジェクト担当部と調

整のうえ「精算払請求書」を提出してください。  

 

 

 

（４）補助金を財源とする事業の手続 

① 四半期毎に、年３回（８、１１、２月）の概算払の機会を設けます。 

② 各四半期においては、「３ヶ月の発生実績額」を支払の対象とします。 

③ 支払月の上旬迄に、「支払請求書を含む概算払に必要な書類」を提出してください。支払月の上

旬以前に、一部の書類提出が必要となる場合もありますので、詳細はプロジェクト担当部からの指

示に従ってください。 

④ 概算払スケジュールは以下の通りです。 

 

＜概算払スケジュール（参考）＞  

 支払対象月 
概算払計画等 

の提出 
（委託先→NEDO） 

概算払に必要な書類 
の提出 

（委託先→NEDO） 

概算払時期 
（NEDO→委託先） 

第１回 
実績 

（４～６月） 
６月末頃 ８月上旬まで ８月末頃 

第２回 
実績 

（７～９月） 
９月末頃 １１月上旬まで １１月末頃 

第３回 
実績 

（１０～１２月） 
１２月末頃 ２月上旬まで ２月末頃 

 

- 170 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運営費交付金を財源とする事業の手続 

① 年４回（５、８、１１、翌年２月）概算払の機会を設けています。５月、８月および１１月の支払機会につ

いての請求は各事業者の任意としますが、翌年２月の第４回概算払は、当該年度分に係る経費を

必ず請求していただきます。 

② ５月、８月および１１月の支払機会については、それぞれ限度額の２５％、５０％および７５％を上限

としていますが、不必要に過大な請求額とならないよう精査したうえで、概算払の請求をしてくださ

い。また、概算払の請求の際には、プロジェクト担当部の求めに応じて執行状況の報告もあわせて

行ってください。その報告をふまえ、実績に応じた額の支払いになる場合があります。 

③ 第４回概算払における２月以降年度内の必要見込額についても十分に精査の上、不必要に過大

な請求とならないよう概算払の請求をしてください。事業期間終了が３月末の場合は、終了年度の２

月の第４回概算払を請求せず、確定検査後の精算払で一括請求（精算）することはできます。また、

プロジェクト担当部が指定する一部の事業最終年度となる事業については、概算払対象を 1 月末

までの実績とし、確定検査の後、２月以降に要した実績額を精算額として支払う場合があります。 

④ 各概算払機会の上限を超える概算払額が必要な場合は、プロジェクト担当部へご相談ください。ま

た、研究計画等の変更により契約額等が変更となる場合は、変更に係る手続を速やかに行ってくだ

さい。資金需要に応じて、概算払請求前にプロジェクト担当部と協議した上で、上限値を超過するこ

とも可能です。 

⑤ 各支払月の月初（第 1 回であれば５月上旬）に、「支払請求書」を提出してください。（経費発生調

書、事業進捗状況報告書の添付は必要ありません。） 

⑥ 中小企業者については、上記の年４回の概算払では委託業務に係る資金需要に対応できない場

合、プロジェクト担当部と調整のうえ、年４回の支払機会以外に概算払が可能です。 

⑦ 概算払スケジュールは以下のとおりです。具体的な概算払スケジュールのご案内は、ＮＥＤＯホー

ムページ「委託事業の手続き」、「補助・助成事業の手続き」に掲載しています。また、提出書類は

全てホームページからダウンロードすることができます。提出期日は厳守してください。 

 

 

 

＜概算払スケジュール（参考）＞  

概算払機会 支払対象（累計額） 支払請求書の提出 
（委託先→NEDO） 

概算払時期 
（NEDO→委託先） 

第１回（５月） 限度額の２５％が上限 ５月中旬まで ５月末頃 

第２回（８月） 限度額の５０％が上限 ８月中旬まで ８月末頃 

第３回（１１月） 限度額の７５％が上限 １１月中旬まで １１月末頃 

第４回（翌年２月） 
【【必必須須】】  

翌年１月末までの実績 
＋３月末までの必要額 

（限度額が上限） 
２月上旬まで ２月末頃 

 
【対象事業】上記は運営費交付金を原資とする事業（委託事業、課題設定型産業技術開

発費助成事業）です。 
（ＮＥＤＯ事業のうち、プロジェクト担当部が指定する一部の事業、および国庫補助金等を

財源とする事業については、上記と支払い手続き等が異なることがありますので、プロジェ

クト担当部の指示に従ってください。） 
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⑧  当該年度の支払対象額と支払額に過不足が生じた場合の処理 

当該年度の支払対象額と概算払による支払額に過不足が生じた場合には、次のような処理を行

うことになります。 

 

ａ) 複数年度契約で中間年度の場合 

過大であった場合 
過大分については、次年度分の既支払額として認識し、次年度初回の概

算払請求額から差し引きます。※  

不足であった場合 
不足分については、次年度初回の概算払請求時に加算してください。  

（不足分のみを次年度初回の概算払前に請求することも可能）  

 ※２０２２年度はＮＥＤＯ中長期計画の最終年度のため、過大分であった場合はＮＥＤＯから返還請

求いたしますので、返還請求書に基づき、期日までに返還してください。２０２３年度初回の概算

払請求額より差し引いて調整することはできません。 

 

ｂ) 単年度契約または複数年度契約の最終年度（確定検査後）の場合 

過大であった場合 
過大分については、ＮＥＤＯからの返還請求書に基づき、期日までに返還

してください。  

不足であった場合 
不足分については、精算払にてお支払いします。プロジェクト担当部と調

整のうえ「精算払請求書」を提出してください。  

 

 

 

（４）補助金を財源とする事業の手続 

① 四半期毎に、年３回（８、１１、２月）の概算払の機会を設けます。 

② 各四半期においては、「３ヶ月の発生実績額」を支払の対象とします。 

③ 支払月の上旬迄に、「支払請求書を含む概算払に必要な書類」を提出してください。支払月の上

旬以前に、一部の書類提出が必要となる場合もありますので、詳細はプロジェクト担当部からの指

示に従ってください。 

④ 概算払スケジュールは以下の通りです。 

 

＜概算払スケジュール（参考）＞  

 支払対象月 
概算払計画等 

の提出 
（委託先→NEDO） 

概算払に必要な書類 
の提出 

（委託先→NEDO） 

概算払時期 
（NEDO→委託先） 

第１回 
実績 

（４～６月） 
６月末頃 ８月上旬まで ８月末頃 

第２回 
実績 

（７～９月） 
９月末頃 １１月上旬まで １１月末頃 

第３回 
実績 

（１０～１２月） 
１２月末頃 ２月上旬まで ２月末頃 
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（３）運営費交付金を財源とする事業の手続 

① 年４回（５、８、１１、翌年２月）概算払の機会を設けています。５月、８月および１１月の支払機会につ

いての請求は各事業者の任意としますが、翌年２月の第４回概算払は、当該年度分に係る経費を

必ず請求していただきます。 

② ５月、８月および１１月の支払機会については、それぞれ限度額の２５％、５０％および７５％を上限

としていますが、不必要に過大な請求額とならないよう精査したうえで、概算払の請求をしてくださ

い。また、概算払の請求の際には、プロジェクト担当部の求めに応じて執行状況の報告もあわせて

行ってください。その報告をふまえ、実績に応じた額の支払いになる場合があります。 

③ 第４回概算払における２月以降年度内の必要見込額についても十分に精査の上、不必要に過大

な請求とならないよう概算払の請求をしてください。事業期間終了が３月末の場合は、終了年度の２

月の第４回概算払を請求せず、確定検査後の精算払で一括請求（精算）することはできます。また、

プロジェクト担当部が指定する一部の事業最終年度となる事業については、概算払対象を 1 月末

までの実績とし、確定検査の後、２月以降に要した実績額を精算額として支払う場合があります。 

④ 各概算払機会の上限を超える概算払額が必要な場合は、プロジェクト担当部へご相談ください。ま

た、研究計画等の変更により契約額等が変更となる場合は、変更に係る手続を速やかに行ってくだ

さい。資金需要に応じて、概算払請求前にプロジェクト担当部と協議した上で、上限値を超過するこ

とも可能です。 

⑤ 各支払月の月初（第 1 回であれば５月上旬）に、「支払請求書」を提出してください。（経費発生調

書、事業進捗状況報告書の添付は必要ありません。） 

⑥ 中小企業者については、上記の年４回の概算払では委託業務に係る資金需要に対応できない場

合、プロジェクト担当部と調整のうえ、年４回の支払機会以外に概算払が可能です。 

⑦ 概算払スケジュールは以下のとおりです。具体的な概算払スケジュールのご案内は、ＮＥＤＯホー

ムページ「委託事業の手続き」、「補助・助成事業の手続き」に掲載しています。また、提出書類は

全てホームページからダウンロードすることができます。提出期日は厳守してください。 

 

 

 

＜概算払スケジュール（参考）＞  

概算払機会 支払対象（累計額） 支払請求書の提出 
（委託先→NEDO） 

概算払時期 
（NEDO→委託先） 

第１回（５月） 限度額の２５％が上限 ５月中旬まで ５月末頃 

第２回（８月） 限度額の５０％が上限 ８月中旬まで ８月末頃 

第３回（１１月） 限度額の７５％が上限 １１月中旬まで １１月末頃 

第４回（翌年２月） 
【【必必須須】】  

翌年１月末までの実績 
＋３月末までの必要額 

（限度額が上限） 
２月上旬まで ２月末頃 

 
【対象事業】上記は運営費交付金を原資とする事業（委託事業、課題設定型産業技術開

発費助成事業）です。 
（ＮＥＤＯ事業のうち、プロジェクト担当部が指定する一部の事業、および国庫補助金等を

財源とする事業については、上記と支払い手続き等が異なることがありますので、プロジェ

クト担当部の指示に従ってください。） 
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①（運営費交付金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－１１①① 

（様式第４－１）

20　　年　　月　　日

 国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構

　　理　事　長　　殿

住　　　所

法人名称

氏　　　名  （役職等）

　　　下記のとおり、委託費を請求します。

請求金額

　　１．委託契約件名

（大項目）

（中項目）

（小項目）

　　２．契約管理番号

○○○○○○○○－○

　　３．請求金額の内訳

　　　　　　別紙のとおり

「振込先銀行口座」（登録済み）

　銀　行　名

　支　店　名

　預金種別

　口座番号

口座名義(ﾌﾘｶﾞﾅ）

　口座名義

※備考

確定検査後の精算払請求時には、３．及び別紙の添付は不要。

支払請求書（概算払・精算払）

記

円

部署名・役職
等を記載して
ください。

必要なものを選択

精算払では削除

 

- 172 - 

３３．．精精算算払払手手続続 

 

確定検査の結果、契約内容に適合しているとＮＥＤＯが認めた経費の額（委託費の確定額）を、確定

検査後に委託先へ通知します。

委託先は確定額の通知を受理した後、その確定額を「支払請求書」により請求していただきます。た

だし、既に概算払を受けている場合は、確定額から概算払の額を差引いた額を請求してください。

なお、「確定検査で確定した額」が「それまでの概算払の累計額」を下回った場合は、ＮＥＤＯから過

払金額の返還請求書を発行します。返還請求書を受理しましたら、指定期日までに納付してください。

この手続きが発生した際、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、利息を付していただくこと

があります。

＜確定検査および精算払手続フロー＞

 

 

４４．．支支払払請請求求書書提提出出のの際際のの留留意意点点 

 

（１）当該事業の初回請求時までに「振込指定口座番号登録申請書」を提出してください。指定口座は１

度登録されると、委託先から申請のない限り変更しませんので、変更を必要とする場合は再度提出し

てください。変更がない場合は、２回目以降の請求に添付する必要はありません。なお、支払請求書

には毎回「振込先銀行口座」を記入してください。

（２）委託先の経理担当部署からＮＥＤＯに対し、概算払、精算払の支払金額の内容について問い合わせ

をいただく場合があります。ＮＥＤＯに対し支払請求する際には、各機関の経理担当部署に支払請求

書の内容について連絡していただきますようお願いいたします。

（確定検査の日程の調整）

再委託先

実績報告書の提出

支払請求書の提出

ＮＥＤＯ

受 領

額の確定通知の発出

委託先

支払請求書のチェック

受 理

支払請求書の提出

支払処理受領・支払処理

実績報告書の提出 受 理

検査の通知通知受

委託業務の完了

確定検査の実施
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①（運営費交付金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－１１①① 

（様式第４－１）

20　　年　　月　　日

 国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構

　　理　事　長　　殿

住　　　所

法人名称

氏　　　名  （役職等）

　　　下記のとおり、委託費を請求します。

請求金額

　　１．委託契約件名

（大項目）

（中項目）

（小項目）

　　２．契約管理番号

○○○○○○○○－○

　　３．請求金額の内訳

　　　　　　別紙のとおり

「振込先銀行口座」（登録済み）

　銀　行　名

　支　店　名

　預金種別

　口座番号

口座名義(ﾌﾘｶﾞﾅ）

　口座名義

※備考

確定検査後の精算払請求時には、３．及び別紙の添付は不要。

支払請求書（概算払・精算払）

記

円

部署名・役職
等を記載して
ください。

必要なものを選択

精算払では削除
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３３．．精精算算払払手手続続 

 

確定検査の結果、契約内容に適合しているとＮＥＤＯが認めた経費の額（委託費の確定額）を、確定

検査後に委託先へ通知します。

委託先は確定額の通知を受理した後、その確定額を「支払請求書」により請求していただきます。た

だし、既に概算払を受けている場合は、確定額から概算払の額を差引いた額を請求してください。

なお、「確定検査で確定した額」が「それまでの概算払の累計額」を下回った場合は、ＮＥＤＯから過

払金額の返還請求書を発行します。返還請求書を受理しましたら、指定期日までに納付してください。

この手続きが発生した際、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、利息を付していただくこと

があります。

＜確定検査および精算払手続フロー＞

 

 

４４．．支支払払請請求求書書提提出出のの際際のの留留意意点点 

 

（１）当該事業の初回請求時までに「振込指定口座番号登録申請書」を提出してください。指定口座は１

度登録されると、委託先から申請のない限り変更しませんので、変更を必要とする場合は再度提出し

てください。変更がない場合は、２回目以降の請求に添付する必要はありません。なお、支払請求書

には毎回「振込先銀行口座」を記入してください。

（２）委託先の経理担当部署からＮＥＤＯに対し、概算払、精算払の支払金額の内容について問い合わせ

をいただく場合があります。ＮＥＤＯに対し支払請求する際には、各機関の経理担当部署に支払請求

書の内容について連絡していただきますようお願いいたします。

（確定検査の日程の調整）

再委託先

実績報告書の提出

支払請求書の提出

ＮＥＤＯ

受 領

額の確定通知の発出

委託先

支払請求書のチェック

受 理

支払請求書の提出

支払処理受領・支払処理

実績報告書の提出 受 理

検査の通知通知受

委託業務の完了

確定検査の実施
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①（運営費交付金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－１１③③ 

○請求金額の内訳 （太枠内に必要金額を記入して下さい。）

【負担率有り】

0 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払

○○年度限度額

(単位：円）

ううちちNNEEDDOO負負担担額額
負負担担割割合合((　　　　））

ＡＡ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額を請求する場合のみ記入】

【記入上の注意】 

④「前年度分の過大額Ｂ」欄には、前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であっ
た場合に計上して下さい。

⑤「当年度分の既受領額Ｃ」欄には、これまでに支払請求し、受領した総額を計上して下さい。
（複数年度契約であれば当該年度分のみ計上して下さい。）

⑥「今回請求額Ｄ」欄は、Ｂ欄とＣ欄との合計が上限割合を超えることはできません。
（上限割合を超えて請求する必要がある場合は、当機構担当部と協議が必要です。）

⑦「今回請求額（前年度分の不足額）Ｅ」欄は、前年度不足分（前年度概算払上限額（年度限度額）－前年度既受領
額）の金額を請求する場合のみ請求金額を計上して下さい。

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であった場合は、Ｂ欄に
前年度過大分の金額を計上して下さい。

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して不足であった場合は、Ｅ欄に
前年度不足分の金額を今回請求額として計上して下さい。

①着色されてる欄は自動計算されるので、入力しないで下さい。

②「限度額」欄には、単年度契約であればその契約額を、複数年度契約であれば当該年度限度額を計上して下さ
い。 なお、契約額又は限度額は変更を行っている場合は、直近の額を計上して下さい。

③「うちＮＥＤＯ負担額Ａ」の欄には、限度額に負担割合を乗じて算出された金額を計上して下さい。また、負担割合（
）内には、％又は分数を表記して下さい。

【概算払の上限割合】
・５月概算払：限度額の２５％が上限
・８月概算払：限度額の５０％が上限
・１１月概算払：限度額の７５％が上限
・翌年２月概算払：１月迄の実績額＋３月末までの必要額
（※各回とも不必要に過大な請求額とならないよう精査してくださ
い。）
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①（運営費交付金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－１１②② 

○請求金額の内訳 （太枠内に必要金額を記入して下さい。）

【負担率なし】

0 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払

(単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額を請求する場合のみ記入】

【記入上の注意】 

④「当年度分の既受領額Ｃ」欄には、これまでに支払請求し、受領した総額を計上して下さい。
（複数年度契約であれば当該年度分のみ計上して下さい。）

⑤「今回請求額Ｄ」欄は、Ｂ欄とＣ欄との合計が上限割合を超えることはできません。
（上限割合を超えて請求する必要がある場合は、当機構担当部と協議が必要です。）

⑥「今回請求額（前年度分の不足額）Ｅ」欄は、前年度不足分（前年度概算払上限額（年度限度額）－前年度既受領
額）の金額を請求する場合のみ請求金額を計上して下さい。

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であった場合は、Ｂ欄に
前年度過大分の金額を計上して下さい。

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して不足であった場合は、Ｅ欄に
前年度不足分の金額を今回請求額として計上して下さい。

①着色されてる欄は自動計算されるので、入力しないで下さい。

②「限度額Ａ」欄には、単年度契約であればその契約額を、複数年度契約であれば当該年度限度額を計上して下さ
い。 なお、契約額又は限度額は変更を行っている場合は、直近の額を計上して下さい。

③「前年度分の過大額Ｂ」欄には、前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であっ
た場合に計上して下さい。

【概算払の上限割合】
・５月概算払：限度額の２５％が上限
・８月概算払：限度額の５０％が上限
・１１月概算払：限度額の７５％が上限

・翌年２月概算払：１月迄の実績額＋３月末までの必要額
（※各回とも不必要に過大な請求額とならないよう精査してくださ
い。）

Ⅺ
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①（運営費交付金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－１１③③ 

○請求金額の内訳 （太枠内に必要金額を記入して下さい。）

【負担率有り】

0 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払

○○年度限度額

(単位：円）

ううちちNNEEDDOO負負担担額額
負負担担割割合合((　　　　））

ＡＡ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額を請求する場合のみ記入】

【記入上の注意】 

④「前年度分の過大額Ｂ」欄には、前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であっ
た場合に計上して下さい。

⑤「当年度分の既受領額Ｃ」欄には、これまでに支払請求し、受領した総額を計上して下さい。
（複数年度契約であれば当該年度分のみ計上して下さい。）

⑥「今回請求額Ｄ」欄は、Ｂ欄とＣ欄との合計が上限割合を超えることはできません。
（上限割合を超えて請求する必要がある場合は、当機構担当部と協議が必要です。）

⑦「今回請求額（前年度分の不足額）Ｅ」欄は、前年度不足分（前年度概算払上限額（年度限度額）－前年度既受領
額）の金額を請求する場合のみ請求金額を計上して下さい。

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であった場合は、Ｂ欄に
前年度過大分の金額を計上して下さい。

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して不足であった場合は、Ｅ欄に
前年度不足分の金額を今回請求額として計上して下さい。

①着色されてる欄は自動計算されるので、入力しないで下さい。

②「限度額」欄には、単年度契約であればその契約額を、複数年度契約であれば当該年度限度額を計上して下さ
い。 なお、契約額又は限度額は変更を行っている場合は、直近の額を計上して下さい。

③「うちＮＥＤＯ負担額Ａ」の欄には、限度額に負担割合を乗じて算出された金額を計上して下さい。また、負担割合（
）内には、％又は分数を表記して下さい。

【概算払の上限割合】
・５月概算払：限度額の２５％が上限
・８月概算払：限度額の５０％が上限
・１１月概算払：限度額の７５％が上限
・翌年２月概算払：１月迄の実績額＋３月末までの必要額
（※各回とも不必要に過大な請求額とならないよう精査してくださ
い。）
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①（運営費交付金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－１１②② 

○請求金額の内訳 （太枠内に必要金額を記入して下さい。）

【負担率なし】

0 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払

(単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額を請求する場合のみ記入】

【記入上の注意】 

④「当年度分の既受領額Ｃ」欄には、これまでに支払請求し、受領した総額を計上して下さい。
（複数年度契約であれば当該年度分のみ計上して下さい。）

⑤「今回請求額Ｄ」欄は、Ｂ欄とＣ欄との合計が上限割合を超えることはできません。
（上限割合を超えて請求する必要がある場合は、当機構担当部と協議が必要です。）

⑥「今回請求額（前年度分の不足額）Ｅ」欄は、前年度不足分（前年度概算払上限額（年度限度額）－前年度既受領
額）の金額を請求する場合のみ請求金額を計上して下さい。

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であった場合は、Ｂ欄に
前年度過大分の金額を計上して下さい。

※前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して不足であった場合は、Ｅ欄に
前年度不足分の金額を今回請求額として計上して下さい。

①着色されてる欄は自動計算されるので、入力しないで下さい。

②「限度額Ａ」欄には、単年度契約であればその契約額を、複数年度契約であれば当該年度限度額を計上して下さ
い。 なお、契約額又は限度額は変更を行っている場合は、直近の額を計上して下さい。

③「前年度分の過大額Ｂ」欄には、前年度の既受領額が前年度の概算払上限額（年度限度額）に対して過大であっ
た場合に計上して下さい。

【概算払の上限割合】
・５月概算払：限度額の２５％が上限
・８月概算払：限度額の５０％が上限
・１１月概算払：限度額の７５％が上限

・翌年２月概算払：１月迄の実績額＋３月末までの必要額
（※各回とも不必要に過大な請求額とならないよう精査してくださ
い。）

Ⅺ
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支払請求書（概算払・精算払） 

 

２０   年  月  日 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

理事長 殿 

住   所  

名   称  

氏   名 (役職等)       

 

 

下記のとおり請求します。 

記 

 

 

請求金額  ￥            － 

 

 

契 約 件 名  「               」 

契約管理番号 ：  □□□□□□□□－□ 

当初契約     ￥          － （２０  年  月  日付契約） 

（ＮＥＤＯ負担 ○／○ ￥      －） 

直近の変更契約 ￥          － （２０  年  月  日付契約） 

（ＮＥＤＯ負担 ○／○ ￥      －） 

振込銀行口座 

銀行名                      

支店名                      

預金種別                     

口座番号                     

口座名義フリガナ                 

口座名義                     

 

※備考 

 NEDO 負担割合が無い場合は、（NEDO 負担 ○／○ ￥      －）を削除 

すること。 

 

 

  

＜＜参参考考例例＞＞  ②（国庫補助金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－２２ 

部署名・役職

等を記載して

ください。 

 

- 176 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜記記載載例例＞＞  

  

  
  

 

 

１．「前年度分の不足額」のみ請求する場合の別紙の記載例

1,000,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

#DIV/0!

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

1,000,000 円　←【不足額の請求時のみ記入】

２．「当年度第１回（５月）の概算払」のみ請求する場合の別紙の記載例

2,500,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

10,000,000 0 0 2,500,000 25.0%

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額の請求時のみ記入】

3,500,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

10,000,000 0 0 2,500,000 25.0%

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

1,000,000 円　←【不足額の請求時のみ記入】

４．「前年度分の過大額」があるときに第１回概算払を請求する場合の別紙の記載例

2,000,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

10,000,000 500,000 0 2,000,000 25.0%

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額の請求時のみ記入】

請求金額の内訳（別紙）の記載例

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

３．「前年度分の不足額」と「当年度第１回（５月）の概算払」を合わせて請求する場合
    の別紙の記載例

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

第１回５月の概算払は当年度限度額の２５％が上限となりますの

で、ご確認下さい。

前年度分の不足額（前年度概算払上限額（年度限度額）－前年度既受領額の差額）を

記入してください。なお、当該欄は、当該不足額を請求する場合のみ記入して下さい。

第１回５月の概算払は当年度限度額の２５％が上限となりますの

で、ご確認下さい。

前年度の過大額（前年度概算払上限額（年度限度額）＜前年度既受領額）がある

場合は、その金額を当該欄に計上して下さい。ままたた、、当当年年度度中中はは、、記記載載ししたたままままにに

ししてておおいいてて下下ささいい。。

前年度の過大額に留意して、限度額に対する請求割合が上限を超えないように

今回請求額を記入して下さい。

前年度分の不足額をＥ欄に記入するとともに、あわせて当年度分の今回請求額

を記入して下さい。

第１回５月の概算払の請求金額を記入して下さい

Ⅺ
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支払請求書（概算払・精算払） 

 

２０   年  月  日 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

理事長 殿 

住   所  

名   称  

氏   名 (役職等)       

 

 

下記のとおり請求します。 

記 

 

 

請求金額  ￥            － 

 

 

契 約 件 名  「               」 

契約管理番号 ：  □□□□□□□□－□ 

当初契約     ￥          － （２０  年  月  日付契約） 

（ＮＥＤＯ負担 ○／○ ￥      －） 

直近の変更契約 ￥          － （２０  年  月  日付契約） 

（ＮＥＤＯ負担 ○／○ ￥      －） 

振込銀行口座 

銀行名                      

支店名                      

預金種別                     

口座番号                     

口座名義フリガナ                 

口座名義                     

 

※備考 

 NEDO 負担割合が無い場合は、（NEDO 負担 ○／○ ￥      －）を削除 

すること。 

 

 

  

＜＜参参考考例例＞＞  ②（国庫補助金を財源とする事業用） 書書式式 XXII－－２２ 

部署名・役職

等を記載して

ください。 

 

- 176 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜記記載載例例＞＞  

  

  
  

 

 

１．「前年度分の不足額」のみ請求する場合の別紙の記載例

1,000,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

#DIV/0!

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

1,000,000 円　←【不足額の請求時のみ記入】

２．「当年度第１回（５月）の概算払」のみ請求する場合の別紙の記載例

2,500,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

10,000,000 0 0 2,500,000 25.0%

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額の請求時のみ記入】

3,500,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

10,000,000 0 0 2,500,000 25.0%

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

1,000,000 円　←【不足額の請求時のみ記入】

４．「前年度分の過大額」があるときに第１回概算払を請求する場合の別紙の記載例

2,000,000 円

●●当当年年度度分分のの概概算算払払 (単位：円）

○○年度限度額
Ａ

※前年度分の過大額
Ｂ

当年度分の既受領額
Ｃ

今回請求額
Ｄ

限度額に対する
請求割合

｛(Ｂ+Ｃ+Ｄ)／Ａ｝*100

10,000,000 500,000 0 2,000,000 25.0%

●●前前年年度度分分のの概概算算払払

今回請求額
（※前年度分の不足額）

Ｅ

円　←【不足額の請求時のみ記入】

請求金額の内訳（別紙）の記載例

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

３．「前年度分の不足額」と「当年度第１回（５月）の概算払」を合わせて請求する場合
    の別紙の記載例

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

●●今今回回請請求求額額のの合合計計（（ＤＤ++ＥＥ））

第１回５月の概算払は当年度限度額の２５％が上限となりますの

で、ご確認下さい。

前年度分の不足額（前年度概算払上限額（年度限度額）－前年度既受領額の差額）を

記入してください。なお、当該欄は、当該不足額を請求する場合のみ記入して下さい。

第１回５月の概算払は当年度限度額の２５％が上限となりますの

で、ご確認下さい。

前年度の過大額（前年度概算払上限額（年度限度額）＜前年度既受領額）がある

場合は、その金額を当該欄に計上して下さい。ままたた、、当当年年度度中中はは、、記記載載ししたたままままにに

ししてておおいいてて下下ささいい。。

前年度の過大額に留意して、限度額に対する請求割合が上限を超えないように

今回請求額を記入して下さい。

前年度分の不足額をＥ欄に記入するとともに、あわせて当年度分の今回請求額

を記入して下さい。

第１回５月の概算払の請求金額を記入して下さい

Ⅺ
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事 業 進 捗 状 況 報 告 書 

 

契約管理番号：□□□□□□□□－□ 

進捗状況（２０  年  月～  年  月） 

 

 （進捗状況について、委託業務実施計画書の実施計画の細目ごとに数行程度でまとめること。） 

 

    記載例 

 

 

事 業 進 捗 状 況 報 告 書 

 

進捗状況（２０  年  月～  年  月） 

 

１．○○成形技術の研究開発（主な研究者名・・・・、主な研究場所） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                        。 

 

２．△△加工技術の研究開発（主な研究者名・・・・、主な研究場所） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                        。 

 

３．□□複合化技術の研究開発（主な研究者名・・・・、主な研究場所） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                        。 

 
 
  

＜＜参参考考例例＞＞  書書式式 XXII－－４４ 

①いつ、②誰が、③どのような

研究を行ったかを記入 
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（様式第４－２） 
 

 

２０  年  月  日 

 

振込指定口座番号登録申請書 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 理事長 殿 

 

住   所 

名   称 

氏   名 

 

 

当該契約に係る振込口座の（新規登録／変更）を下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．委託契約件名 

（大項目）                         

（中項目）                         

（小項目）                         

契約管理番号：□□□□□□□□－□ 

 

２．支払いに係る連絡先 

    郵便番号及び住所                  

    部課名及び担当者                  

    電話番号                      

 

振込指定口座 

（新規／変更後） 

銀行名                       

支店名                       

預金種別                       

口座番号                      

口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）                  

口座名義                       

 

  

 書書式式 XXII－－３３ 

Ⅺ
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事 業 進 捗 状 況 報 告 書 

 

契約管理番号：□□□□□□□□－□ 

進捗状況（２０  年  月～  年  月） 

 

 （進捗状況について、委託業務実施計画書の実施計画の細目ごとに数行程度でまとめること。） 

 

    記載例 

 

 

事 業 進 捗 状 況 報 告 書 

 

進捗状況（２０  年  月～  年  月） 

 

１．○○成形技術の研究開発（主な研究者名・・・・、主な研究場所） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                        。 

 

２．△△加工技術の研究開発（主な研究者名・・・・、主な研究場所） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                        。 

 

３．□□複合化技術の研究開発（主な研究者名・・・・、主な研究場所） 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                        。 

 
 
  

＜＜参参考考例例＞＞  書書式式 XXII－－４４ 

①いつ、②誰が、③どのような

研究を行ったかを記入 
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（様式第４－２） 
 

 

２０  年  月  日 

 

振込指定口座番号登録申請書 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 理事長 殿 

 

住   所 

名   称 

氏   名 

 

 

当該契約に係る振込口座の（新規登録／変更）を下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．委託契約件名 

（大項目）                         

（中項目）                         

（小項目）                         

契約管理番号：□□□□□□□□－□ 

 

２．支払いに係る連絡先 

    郵便番号及び住所                  

    部課名及び担当者                  

    電話番号                      

 

振込指定口座 

（新規／変更後） 

銀行名                       

支店名                       

預金種別                       

口座番号                      

口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）                  

口座名義                       

 

  

 書書式式 XXII－－３３ 

Ⅺ
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Ⅰ.  委託業務の概要 

Ⅱ. 契約に関する事務手続 

Ⅲ. 契約変更に関する事務手続 

Ⅳ. 経理処理について 

Ⅴ. 機械装置等費について 

Ⅵ. 労務費について 

Ⅶ. その他経費について 

Ⅷ. 間接経費について 

Ⅸ. 再委託費・共同実施費について 

Ⅹ. 検査 

ⅩⅠ.  委託費の支払 

  

ⅩⅩⅡⅡ..  研研究究開開発発資資産産・・知知的的財財産産権権ににつついいてて  

１．資産管理の概要  Ｐ．１８２ 

２．資産登録の方法  Ｐ．１８２ 

３．資産登録情報のチェック  Ｐ．１８９ 

４．資産管理の留意点  Ｐ．１９１ 

５．資産譲渡等の方法  Ｐ．１９２ 

６．資産の共用使用について  Ｐ．１９４  

７．知的財産権について  Ｐ．１９６  

  

ⅩⅢ. 成果報告と研究成果の発信 

ⅩⅣ.  プロジェクトマネジメントシステムの概要とユーザー登録 
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